
2025年2月以降始期契約用

リモートセンシング用ドローンの着地に目測を誤り、機体が
歩行者に接触し、ケガを負わせてしまった



（例）墜落や他物との衝突、火災、落雷、爆発、雹災、雪災、水濡れ（水災を除きます）、
外部からの物体の飛来または衝突、盗難、いたずら　等



・   バッテリーが高温になることに起因する損害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

損害保険金＝規定による損害の額×保険金額 /保険価額

※臨時費用保険金不担保特約が自動付帯されるため、保険約款記載の臨時費用保険金はお支払いできません。



サイバー攻撃に起因する損害。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
・サイバー攻撃により火災または破裂もしくは爆発が発生した場合
・保険契約者または被保険者が個人（個人事業主を除きます。）の場合　　　　　　　　　　　　　　等



ヤンマーリモートセンシング用ドローン総合補償制度



ヤンマーリモートセンシング用ドローン総合補償制度

90％
10％



ヤンマー保険サービス㈱ 本社 ヤンマー保険サービス㈱ 東京支店 ヤンマー保険サービス㈱ 福岡支店

ヤンマーリモートセンシング用ドローン総合補償制度



取扱代理店
ヤンマー保険サービス株式会社

添付の「ヤンマーリモートセンシング用ドローン総合補償制度　見積依頼票」に必
要事項をご記入いただき、ヤンマー保険サービス㈱ヘFAXください。
FAXのご送信先は、お住まいのエリアによって異なります。

2024年12月作成　募集文書番号：24T-001830

ご契約手続き後、ご選択いただきました払込方法ごとに以下のお手続きをお願
いいたします。

ご契約手続き後、保険会社から「保険料お振込みのご案内 兼 請求書」
をお送りしますので、保険料のお振込みをお願いいたします。
保険料の払込期限は、保険開始日の翌月末です。

ご契約手続き後、口座振替依頼書をご提出いただくか、Web（個人のご
契約者様に限ります。）にて口座のご登録をいただき、引き落とし口座の
設定をお願いいたします。
保険料については、保険始期月の翌月に設定いただきました口座より
引落させていただきます。

1.請求書払

2.口座振替
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	リモートセンシング04_241223.pdf
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